
パブリックコメント手続きの流れ 

≪条例を制定する場合≫ 

市が条例の素案を策定します 

条例の素案を公表します 

ご意見を募集します 

提出されたご意見を検討します 

最終的な条例案を作成します 

提出されたご意見に対する、 

議会へ提案します 

議会で議決を得ると、 

条例が公布・施行されます 

パブリックコメントの実施を 

広報みずなみに掲載します 

【公表の方法】 

①市ホームページに掲載 

②担当課窓口等で閲覧・配布 

【募集期間】概ね 30 日間 

【ご意見の提出方法】 

 ①担当課へ直接持参 

 ②郵便 ③ファクシミリ 

④電子メール  

⑤専用フォーム(オンライン) 

【検討後】 

①案に反映できるもの 

    → 案を修正 

②案に反映できないもの 

    → 理由のとりまとめ 

【公表の方法】 

①市ホームページに掲載 

②担当課窓口で閲覧・配布 

市の見解を公表します 


